
 し ま ね の 河 川 と 海 岸 だ よ り 
（２０２５年） 

令 和 ７ 年 ６ 月 号 

大社堀川 
不法係留船を一掃しました 

（管理係） 

【河川課・砂防課からのお知らせ】 
・松江・出雲市街地緊急浸水対策について（企画調査係） 
・令和 7 年度河川功労者表彰の受賞者が決定！（管理係） 

・水の事故に気をつけましょう！（管理係） 
・「土砂災害防止に関する絵画・作文」の募集（砂防課） 

災害に備える （防災係） 



                                    

 県では、平成 24 年 4 月に地元関係者や関係行政
機関などで構成される「堀川プレジャーボート対
策協議会」を設立し、地元関係機関と協力して、警
告表示や船舶所有者に対する訪問指導などの対策
を行ってきました。 
 令和 6 年 4 月からは堀川の河口から 2,150ｍ区
間を「船舶放置禁止区域」に指定し規制を強化。さ 

これまでの取組 

 

〇不法係留船対策の経過 
不法係留船が一掃されました 

河川課 管理係 

大社堀川（二級水系堀川） 

らに、12 月には河川法に基づき監督処分（撤去命
令）を行いました。 
 令和 7 年 2 月に県の撤去命令に応じなかった 44
隻の船舶所有者に対し、行政代執行法に基づく戒
告を行い、なおも船舶の撤去に応じなかった 2 隻
については、５月に行政代執行を実施。県が所有者
に代わり不法係留船を撤去しました。 
 なお、島根県が河川事業に係る行政代執行を実
施するのは今回が初となります。 

◎河川への船舶の係留は許可が必要です 
・許可なく河川区域内に船舶を係留することは違法です。また、許可なく係留施設

を設置することも違法です。 
・船舶の所持にあたっては、まず適切な係留場所の確保をお願いします。 

 
 

〇放置艇が引き起こす問題 
・係留場所の私物化・利権化、公共施設の破損、沈船化 
・無秩序な艇の集積による船舶航行における支障 
・洪水・高潮・津波等における艇の流出、流水阻害 
・安全管理の不十分さに起因する事故、漁業操業者等とのトラブル 
・違法駐車、騒音、ゴミ・油の不法投棄等による景観、環境の悪化 
・港湾・河川・漁港工事における支障 

 
（出典：国土交通省・水産庁「三水域（港湾・河川・漁港）におけるプレジャーボートの適正な管
理を推進するための今後の放置艇対策の方向性」） 

〇 堀川 現場状況写真 

Before After 

令和元年度 

令和３年度 

令和７年６月 

令和７年６月 

※同一の地点から撮影 

↑大社堀川における島根県の取組と不法係留船の隻数の推移 

平成 23 年 12 月 

平成 16 年 11 月 



 

 大雨、洪水が引き起こす様々な被害を防ぐために
は、国や県が行う対策などの「公助」だけでなく、災
害に対する備えや危機を感じたら早めに避難するな
ど、自らの命を守るための「自助」が重要です。防災
情報を自ら収集し、避難するタイミングをあらかじ
め決めておくなど大雨に備えましょう。 
 防災に関する情報は気象庁のホームページや、 
「島根県水防情報システム」で確認することができ
ます。 

島根県水防情報システムでは、県内一円に配備し
た観測局にて収集した雨量、河川水位、ダム諸量な
どのデータや、河川監視カメラの画像をリアルタイ
ムで公開しています。大雨が予想される際にはこの
ような情報を積極的に活用し、災害から自分の身を
守りましょう。 

気象・防災情報を活用し大雨に備えましょう 

河川課 防災係 

災害に備える 

島根県水防情報システム は以下の Web
サイトで閲覧できます 

◇PC 版 
https://www.suibou-shimane.jp/pc/ 

◇スマートフォン版 
https://www.suibou-shimane.jp/sp/ 

出前講座を開催してみませんか？ 

 島根県では「災害」に対する防災意識を高めても
らうため、県内の幼稚園や保育所、学校、公民館等に
出向いて防災に関する出前講座を実施しています。 
 今年度も出水期を迎え、県内各地で出前講座を行
っています。 

広瀬中学校での出前講座では、砂防課の担当者と
共に参加し、河川課からは「川の災害から命を守る」
と題して防災情報の収集・活用に関する説明を行い
ました。 

 出前講座は、随時募集していますので、ご希望の方
はお気軽にお問い合わせください！ 
【連絡先】 
 島根県土木部河川課 防災係 
  TEL：0852-22-5529 
  FAX：0852-22-5681 

島根県 HP 
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/

demae/ 

↑出前講座申し込み 

〇大雨による災害に備えて高津川総合水防演習を行いました！ 

広瀬中学校での出前講座の様子（砂防課と合同で実施） 

されており、今年度は 5 月 24 日に島根県益田市
の高津川河口で開催しました。 
 水防活動は、「水防工法」、「避難・救助」、「排
水作業」など様々な活動があり、いずれの活動も
みなさんの命や財産、地域を水害から守るとて
も大切な活動です。 
 当日は、本番さながらの雨の中、各団体による
水防工法訓練や避難・救助訓練、情報伝達訓練、
応急復旧訓練などが行われました。 

高津川総合水防演習 の様子は You Tube にて 
ご覧いただけます！ 

令和 7 年度 
高津川総合水防演習 

 毎年のように発生する河川氾濫等による浸水
被害といった水害リスクへの対応に加え、地域
の水害への備えなど、地域防災力の更なる向上
が求められていることから、実践的な水防演習
を行うことにより、地域社会全体における防災
意識の普及・向上、災害対処能力の向上を図るこ
とが重要です。 
 中国地方では、毎年度、国、県、沿川市町村の
主催による総合水防演習が各県持ち回りで開催 

↑スマホ版 

https://www.suibou-shimane.jp/pc/
https://www.suibou-shimane.jp/sp/
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/


 

 

  

〇 松江市街地・出雲市街地における緊急浸水対策について 河川課 企画調査係 

〇 松江市街地緊急浸水対策 

〇 出雲市街地緊急浸水対策 

松江市黒田町・春日町周辺は過去から浸水被害が頻発する地区であり、平成 29 年
の大雨を受け、護岸の嵩上げなどの緊急対策を実施しています（令和 2 年度概成）。 

しかしながら、令和３年や令和６年においても大雨による浸水被害が発生したこ
とを受け、県と松江市が連携し、新たな対策を追加して行います。 

出雲市では令和６年７月の大雨で新内藤川、赤川の上中流域を中心
に広範囲で多くの家屋浸水被害が発生しました。 
 このため、浸水被害軽減のための当面の対策として、県と出雲市が連
携し、令和７年度から９年度までの３か年で緊急対策を実施します。 

 令和 6 年 7 月 9 日、出雲観測所において観測史上 1 位となる 12 時間雨量 211.5mm を観測
するなど、県東部を中心に記録的な大雨となり、松江市街地や出雲市街地で家屋浸水被害が発
生しました。 
 これらの地区は浸水被害が頻発する地区であり、県東部市街地の浸水対策として重点的に河
川整備を進めているものの、整備完了には長期間を要することから、松江市、出雲市と連携し、
浸水被害軽減のための当面の対策について取りまとめました。 

【対象地区】 
比津川・中川沿川ほか 
（松江市黒田町・春日町ほか） 

【対策内容】 
護岸嵩上げ、小型ポンプ設置、 
水門遠隔操作化 など 

河川課 HP：https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/kasen/hoshin/R6shinsui/R6shinsui_matsue.html 

↑対策内容の例 

【対象地区】 
新内藤川・赤川沿川ほか 
（出雲市今市町・塩冶町ほか） 

【対策内容】 
暫定掘削、逆流防止施設設置、 
排水路改良 など 

河川課 HP：https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/kasen/hoshin/R6shinsui/R6shinsui_izumo.html 

↑対策内容の例 

↑河川課 HP 

↑河川課 HP 

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/kasen/hoshin/R6shinsui/R6shinsui_matsue.html
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/kasen/hoshin/R6shinsui/R6shinsui_izumo.html


 

 

  

〇 令和７年度河川功労者表彰の受賞者が決定！ 

 令和７年６月４日、河川功労者表彰の受賞者 
が決定しました。この表彰は、昭和２４年から 
河川に対する国民の理解を深めるため、河川文 
化活動・河川愛護活動等に関して功績があった 
個人・団体に対し、その功績を称えるため、毎 
年度、公益社団法人日本河川協会が表彰を行っ 
ております。 
 今年は、個人 44 名、団体 36 名、合計 80 名 
の個人及び団体が受賞されました。島根県からは 2 団体が受賞されましたので、ご紹介します。 

河川課 管理係 

□ 表彰規定第２条第４号 （河川の自然保護・環境学習・愛護活動） 

安来市立山佐小学校 

松徳学院中学校 

 長年にわたり山佐川をテーマに
環境学習に取り組み、地域住民へ
のアンケートや学校のある上流域
から下流の中海までの河川環境を
まとめ学習発表で報告を行ってい
る。 
 また、平成１８年度から毎年中
海流入河川調査に参加するなど、
環境全意識の醸成に貢献されまし
た。 

 山居川において、環境・自然を
テーマにした学習に取り組み、
公民館等と連携した河川環境整
備や、学習発表会で児童や地域
住民に向けた川の大切さについ
ての発信を行っている。 
 また、令和２年度から毎年宍
道湖流入河川調査に参加するな
ど、河川愛護意識の熟成に貢献
されました。 

※当該表彰については、公益社団法人日本河川協会が国土交通省の一般紙・専門紙の記者クラブで記者発表しています。 



 

 

  

〇 水の事故に気をつけましょう！ 

 暑くなり、川や海で遊ぶ機会も多くなるかと思いますが、毎年のように水の事故が発生して
います。水遊びをする際は、当日の気象情報に留意する、危険な箇所に行かないなど、安全に
気をつけて楽しんでください。 

河川課 管理係 

□ ストップ！ 河川水難事故（国土交通省河川局） 

□ 海水浴を安全に楽しむための７つの約束（境海上保安部） 

・１人で泳ぎに行かない 
・子供だけで泳ぎに行かない 
・天気が悪いとき、海が荒れているときは海に入らない 
・波打ち際でも足を取られる危険があるので注意する 
・監視員等がいる管理された海水浴場で泳ぐ 
・疲れているときは、無理せず休憩する 
・ライフジャケットを着用する 

境海上保安部 ウォーターセーフティーガイド 検 索 

海水浴を安全に 

楽しむための 

７つの約束 

島根県の河川の水位や 
気象情報については、 

『島根県水防情報システム』も 
ご活用ください！ 



 

 

 

〇 令和 7 年度「土砂災害防止に関する絵画・作文」の募集について 

 島根県と国土交通省では、次代を担う小・中学生の皆さんに土砂災害及びその防止について
の理解と関心を深めていただくため、土砂災害の様子や避難の体験、防災への備えなど土砂災
害防止に関する作品を募集しています。 

砂防課 

□ 募集要項 

□ 令和 6 年度 絵画の部 最優秀作品 

●応募資格／県内の小・中学生 

●応募方法／ 

【絵画の部】サイズ、表現方法は自由 

作品の裏面に、画題、学校名、学年、氏名及びふりがなを明記 

【作文の部】400 字詰め原稿用紙で 

・小学校低学年（1〜3 年生）は 2 枚〜3 枚（800〜1,200 字）程度 

 ・小学校高学年（4〜6 年生）は 3 枚〜4 枚（1,200〜1,600 字）程度 

 ・中学生は 4〜5 枚（1,600〜2,000 字）程度 

作文冒頭に、表題、学校名、学年、氏名及びふりがなを明記 

 ※未発表のものに限ります 

●応募締切／令和 7 年 9 月 15 日（月）消印有効 

●応募先 ／島根県土木部砂防課 ｢土砂災害防止に関する絵画・作文」担当 

●表彰等 ／優秀作品に表彰と副賞、応募者全員に参加賞を贈呈 

●問合せ先／島根県土木部砂防課 TEL0852-22-5206 

※詳しくはホームページをご覧ください。「島根 絵画作文募集」で検索 

https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/bousai/sabo/sabou_rekishi/ 

bousi_gekkan/kaigatou.html 砂防課 HP 

https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/bousai/sabo/sabou_rekishi/


 

〇島根県土木部公式 SNS やってます！ 

Facebook X（旧 Twitter） 
（@kensetsu_shimane） 

Instagram 
（@kensetsu.shimane） 

島根県土木部が運営する SNS『建設業魅力発信しまね』では、島根県内の建設業や土木に
関するイベントの情報を幅広く発信しています。 

河川課からも河川や海岸に関する様々な情報を投稿していますのでぜひフォローしていた
だき、最新情報をご確認ください。 

〇 編 集 後 記 
 夏本番前から 30℃越えの暑さが続き、エアコ
ンが手放せない今日この頃、今年度最初のしま
ねの河川と海岸だよりをお届けします。 
 今年、島根県を含む中国地方では 6 月 27 日
に梅雨明けしたとみられるとの発表が気象庁
からありました。県では 6 月〜10 月を出水期
（集中豪雨や台風等の洪水が起きやすい時期）
としており、今後、当分の間は大雨やそれに伴
う災害に特に注意して生活する必要がありま
す。 
 今回の記事でも紹介しておりますが、大雨が
降ると予想されるときは、気象情報や県が提供
する水防情報システム等を活用し、災害に備え
ていただければ幸いです。また、水難事故にも
注意して夏を乗り切りましょう！ 

（企画調査係 安井） 

□ 河川課からの投稿 
 ・大社堀川で不法係留船を撤去しました（3/28） 

・波積ダム竣工式を開催しました（3/5） 
 ・矢谷川（谷地区）着工式が開催されました（11/28） 
 ・千鳥のお堀自然観察会を行いました！(9/26) 
 ・松江堀川で人力藻刈りを行っています(8/23) 

河川課 HP 
しまねの河川と 
海 岸 だ よ り 

□河川課 しまねの河川と海岸だより 
   https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/ 

kasen/tayori/ 

□編集 
 島根県土木部河川課企画調査係 
   T E L 0852-22-5647     

F A X 0852-22-5681 
   MAIL kasen@pref.shimane.lg.jp 
 
□河川課 HP 

  https://www.pref.shimane.lg.jp/kasen/ 

〇 表 紙 写 真 

米子川沿いに咲くアジサイ 
（松江市） 

撮影者：河川課 安井 

今回の表紙写真は本誌の担当・安井が撮影しまし
た。松江堀川を構成する河川のひとつ、米子川沿い
に咲くアジサイです。ちなみに私事ですが、最近新
しいカメラを購入したので、試し撮りもかねて松江
市内の水辺でアジサイが見られる箇所のマップを作
成しています。いつか公開するかも……？ 

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/
mailto:kasen@pref.shimane.lg.jp
https://www.pref.shimane.lg.jp/kasen/

